
栗原地区まちづくり協議会規約 

（名称） 

第１条 本会は、栗原地区まちづくり協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、垂井町栗原１０７５番地 栗原地区まちづくりセンターに置く。 

（構成） 

第３条 協議会は栗原地区に在住及び在勤、在学する人をもって構成する。 

（目的） 

第４条 協議会は、住民、議会及び行政との協働のもと、センターを「核」とした地域コミュニティを形成し、

「地域の絆」を強め、豊かで住みよく安心して暮らせる幸福度の高い自主自律したまちづくりを目的とす

る。 

（事業） 

第５条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 生涯学習事業 

（２） 地域ふれあい事業 

（３） 協働のまちづくりの推進を図る事業 

（４） その他協議会の目標を達成するために必要な事業 

（組織） 

第６条 協議会は、前条の事業を行うために次の組織を置く。 

（１） 総会 

（２） 役員会 

（３） 専門部会 

（役員等） 

第７条 協議会に次の役員及び理事（以下「役員等」と言う。）を置く。 

（１） 会長       １名 

（２） 副会長      ３名 

（３） 事務局長     １名 

（４） 書記       １名 

（５） 会計       １名 

（６） 監事       １名 

（７） 有識者      若干名 

（８） 理事       ４名 

（役員等の選出） 

第８条 会長は、別表（１）に掲げる各種団体の代表者等から選出する。 

２ 副会長・事務局長・会計・監事は、会長が指名し、総会の承認を得て選出する。 

３ 理事は、専門部会の部長をもって充てる。 

 

（役員等の任務） 

第９条 会長は、協議会を代表し会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長の事故があるときは、その職務を代行する。 

３ 事務局長は、協議会の事務処理を統括する。 

４ 書記は、協議会の書記事務を担当する。 

５ 会計は、協議会の出納、経理事務を担当する。 

６ 監事は、協議会の監査事務を担当する。 

７ 理事は、協議会の運営及び事業活動を円滑に遂行する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、２年とする。但し再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

（有識者） 

第１１条 協議会に有識者を置くことができる。 

２ 会長は有識者を置く場合、役員会に諮り決定する。 

（総会） 



第１２条 総会は、役員等及び各種団体の代表者によって構成し、毎年１回定期総会を開催する。ただし、会

長が必要と認めた場合及び理事会の 1／2以上の要請があった場合には臨時総会を開催することが出来る。 

２ 総会の議長は、各種団体の代表者の中から選出する。 

３ 総会は、構成員の過半数の出席（委任状を含む）で成立し、出席者の過半数によって議決する。但し、

可否同数の場合は議長がこれを決する。 

４ 総会は、次の事項を審議決定する。 

（１） 事業計画及び事業報告に関すること。 

（２） 予算及び決算に関すること。 

（３） 役員の選出承認に関すること。 

（４） その他重要事項に関すること。 

（役員会） 

第１３条 役員会は、会長・副会長・事務局長・会計・書記・有識者及び理事で構成し、会長が必要と認めた

ときに招集する。 

２ 役員会は、協議会の運営に関する事項を審議する。 

３ 役員会の議長は、会長とする。 

（専門部会） 

第１４条 協議会に次の専門部会を置くことができる。 

（１） 総務・文化部      

（２） 健康福祉部 

（３）   子ども育成部      

（４）   安全・環境部 

２ 部会に次の部会役員を置く。 

   部長 １名  副部長 １名 

３ 部会員は、自治会及び各種団体から選出された代表者で構成し、部会員の互選により部長・副部長を選出す

る。 

４ 部長は、担当部会の運営を総括する。 

５ 副部長は、部会長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。 

６ 部会は、部長が招集し、事業計画に基づき各所管事項別表（２）の具体的な事業企画の審議及び執行に当た

る。 

（会計） 

第１５条 協議会の経費は、交付金、補助金、会費及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

３ 協議会に、会計規則を別に定めることができる。 

（事務局） 

第１６条 協議会の円滑な運営を行うため、事務局を設置し、事務員を置く。 

（委任） 

第１７条 この規定に定めるものの他、必要な事項は会長が役員会に諮って定める。 

（規約の改定） 

第１８条 この規約は、総会において出席者の１／２以上の同意を得て改正することができる。 

 

附則 

 １ この規約は、協議会の設立総会の日（平成２４年１２月５日）から施行する。 

 ２ 本規約は、平成２６年４月１日に一部改正する。（第７条第３項事務局長は会長兼任とし、書記１名を置く） 

３ 本規約は、平成３１年４月１日に一部改正する。 

第７条中「会長（事務局長）」を「会長」に改め、「事務局長 １名」を加える。 

第１３条の役員会に「事務局長・」を加える。 


